
議案第６号 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

参考資料 市民部医療保険課

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和８年度から、子ども・子育て支援金
制度が創設されることから、子ども・子育て支援納付金を医療保険料と併せて徴収するにつき、所要の改
正を行う。
※子ども・子育て支援金制度とは、子どもの未来戦略に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など

抜本的な支援を行うための安定した財源を確保するために創設された制度で、医療保険の加入者や事業主を含
め、社会全体で子育てを支えるため、医療保険料と併せて所得に応じて拠出を求める仕組み。

２．主な内容

追 加

※18歳未満の被保険者からは、子ども・子育て支援納付金を徴収しない。



議案第６号 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

４．施行日

参考資料 市民部医療保険課

● 一人当たり府内平均保険料比較（対前年度比）

市町村標準保険料率より算定された結果、子ども・子育て支援納付金分の一人当たり保険料は、
年額３，２１９円となる。（大阪府試算）

子ども・子育て支援納付金分保険料 ＝ 所得×所得割率（0.28％）＋ 均等割額（1,841円）

令和８年４月１日 ※改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以後の年度分
の保険料について適用する。

３．令和８年度の保険料

対前年度比対前年度差額
令和7年度
（本算定）

令和8年度
（試算）

＋１．１％＋１７４７円１６２，１６４円１６３，９１１円府内平均

▲０．３％▲３３４円９８，５５６円９８，２２２円医療分

内

訳

▲０．５％▲１６８円３１，７４８円３１，５８０円後期分

▲３．０％▲９７０円３１，８６０円３０，８９０円介護分

－＋３，２１９円－３，２１９円子ども分

５．関連ウェブサイト 子ども・子育て支援金制度リーフレット

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/120897/kodomoleaflet.pdf



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
      令和８年３月定例会 

議案の 
件 名 

議案第６号 
交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 政策等 

の区分 
計画 ・ 事業 ・ 条例 

その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定め

る。 
各市町村は同様の改正を行う。 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和８年度から、子ども・子

育て支援金制度が創設されることから、子ども・子育て支援納付金を医療保険料と併せて徴収

するにつき、所要の改正を行う。 
 

 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
・令和６年６月１２日  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律公布（令和８年４月

１日一部施行） 

 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 
２ みんなが互いを認め支え合い、笑顔と元気があふれる

まち 

分野・方針 ８ 健康・医療 

施  策 １．地域医療環境の充実 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和８年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
市民部 医療保険課 有 ・ 無  （新旧対照表他） 

 



 

交野市国民健康保険条例（昭和５５年条例第３２号）新旧対照表 

新 旧 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１２条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

（１） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条

の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

（２） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者

支援金等賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２

号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

（３） 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康

保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金

賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定す

る介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

（４） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子

育て支援納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１

項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以

下同じ。） 

第１２条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者に

つき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をい

う。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（国民健康保険法

施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等

賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（国民

健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付

金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する

介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

２ （略） ２ （略） 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第１２条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２３条、第２３

条の４及び第２３条の５の規定により基礎賦課額を減額するもの

とした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総

第１２条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２３条、第２３

条の４及び第２３条の５の規定により基礎賦課額を減額するもの

とした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総



 

新 旧 

額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の減免

を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算

した額を基準として算定した額とすることができる。 

額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の減免

を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算

した額を基準として算定した額とすることができる。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担

金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特

別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用の額 

イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担

金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特

別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用の額 

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医

療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者

支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床

転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）、介護保

険法  （平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子

育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医

療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者

支援金等」という。）、高齢者医療確保法  の規定による病床

転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護

保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）                                

                                                       

                           の納付に要する費用に充てる部



 

新 旧 

を除く。）の額 分を除く。）の額 

ハ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要

する費用の額 

ハ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要

する費用の額 

ニ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金

事業借入金の償還に要する費用の額 

ニ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金

事業借入金の償還に要する費用の額 

ホ 保健事業に要する費用の額 ホ 保健事業に要する費用の額 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介

護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）を除く。） 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並

びに介護納付金                          の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）を除く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法第７４条の規定による補助金の額 イ 法第７４条の規定による補助金の額 

ロ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付

金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。以下このロにおいて同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ロ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付

金                              の納付に要する費用に充

てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。）に係るものを除

く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の

額 



 

新 旧 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金

の額 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金

の額 

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法第７２条の３

第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項

の規定による繰入金を除く。）の額 

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法第７２条の３

第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項

の規定による繰入金を除く。）の額 

（３） （略） （３） （略） 

（後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１６条の５の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課

額（第２３条、第２３条の４及び第２３条の５の規定により後期高

齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減

額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。た

だし、第２８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合におい

ては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準とし

て算定した額とすることができる。 

第１６条の５の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課

額（第２３条、第２３条の４及び第２３条の５の規定により後期高

齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減

額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。た

だし、第２８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合におい

ては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準とし

て算定した額とすることができる。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に

係る部分に限る。次号において同じ。）の額 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に

係る部分に限る。次号において同じ。）     

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 



 

新 旧 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１６条の５の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

第１６条の５の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料

率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯

別平等割の額 

イ ロ又はハに掲げる世帯    以外の世帯 市町村標準保険料

率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯

別平等割の額 

ロ 特定世帯 イの額に２分の１を乗じて得た額 ロ 特定世帯 イの額に２分の１を乗じて得た額 

ハ 特定継続世帯 イの額に４分の３を乗じて得た額 ハ 特定継続世帯 イの額に４分の３を乗じて得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１６条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２３条及

び第２３条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額することになる額を含む。）の総額

（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１６条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２３条及

び第２３条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額することになる額を含む。）の総額

（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 
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（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において

同じ。）の額 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において

同じ。）     

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１６条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦

課額（第２３条、第２３条の４及び第２３条の５の規定により子ど

も・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「子ども・

子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。次号において同じ。）の額 

ロ 第２３条の７に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減

額することとなる額の総額 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規
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定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２

条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３

第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１６条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦

課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する１８歳以上被

保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第３号に規定す

る１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳

以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

２ 前項の場合において、同項の子ども・子育て支援納付金賦課額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。 

 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次
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のとおりとする。 

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援

納付金賦課額の保険料率における所得割の率 

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子

育て支援納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

（３） １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、

子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上

被保険者均等割の額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第

４位未満の端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げ

るものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、すみやか

に告示しなければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１６条の１５ 第１６条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額

は、各年度において国民健康保険法第８２条の３第３項の規定によ

る通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第１０号に掲げる額を超えることができな

い。 

 

（賦課期日後において納入義務の発生若しくは消滅又は被保険者

数の異動等があつた場合） 

（賦課期日後において納入義務の発生若しくは消滅又は被保険者

数の異動等があつた場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に納入義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

第１９条 保険料の賦課期日後に納入義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被
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保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦

課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条

の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被

保険者等」という。）となった場合における当該納入義務者に係る

第１３条若しくは第１６条の５の３の額（被保険者数が増加若しく

は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険

者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となつた場

合における当該納入義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しく

は第１６条の７若しくは第１６条の１２の額又は第２３条第１項

各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号

に定める額、第２３条の４第１項（同条第３項又は第４項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定め

る                                                         

                     額、同条第５項（同条第７項又は第８項   

 の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額、第２３条の５第１項各号（同条第３項から第５

項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額、同条第６項各号（同条第８項から第１０項ま

での規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額若しくは第２３条の７第１項に定める額の算定は、

それぞれ、その納入義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは

減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦

課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条

の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被

保険者等」という。）となった場合における当該納入義務者に係る

第１３条、第１６条の５の３      の額（被保険者数が増加若しく

は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険

者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となつた場

合における当該納入義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しく

は第１６条の７                      の額又は第２３条第１項

各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額、第２３条の４第１項（同

条第３項                                          の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定め

る第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ

１０分の５を乗じて得た額、第２３条の４第４項第１号（同条第６

項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額、第２３条の５第１項各号（同条第３項又は第４

項    の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８

項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額の算定                                    は、

それぞれ、その納入義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは

減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該
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当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少

した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被

保険者等となつた若しくは特例対象被保険者等ではなくなつた日

の属する月から、月割をもって行う。 

当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少

した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被

保険者等となつた若しくは特例対象被保険者等ではなくなつた日

の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納

入義務者に係る第１３条、第１６条の５の３、第１６条の７若しく

は第１６条の１２の額又は第２３条第１項各号に定める額若しく

は同条第５項各号に定める額、第２３条の４第１項に定める      

                                                           

             額、同条第５項              に定める額、第２３

条の５第１項各号に定める額、同条第６項各号に定める額若しくは

第２３条の７第１項に定める額の算定は、その納入義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したこ

とにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月

の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月ま

で、月割をもつて行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納

入義務者に係る第１３条若しくは第１６条の５の３の額若しくは

第１６条の７の額      又は第２３条第１項各号に定める額     

                           、第２３条の４第１項に定める第１

６条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分

の５を乗じて得た額、第２３条の４第４項第１号に定める額、第２

３条の５第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号         

                     に定める額の算定は、その納入義務が消滅

した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当し

たことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日

が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前

月まで、月割をもつて行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第２３条 次の各号に該当する納入義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１

６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とする。 

第２３条 次の各号に該当する納入義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１

６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とする。 
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（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納入義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（法第

６条第８号の規定により、被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属す

る者をいう。以下同じ。）につき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項

の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７

条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（地

方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納入義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（法第

６条第８号の規定により、被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属す

る者をいう。以下同じ。）につき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項

の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７

条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（地

方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４
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第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この項において同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号並びに第５項におい

て「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に

同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得

控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢６５歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額

が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあつては当

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この項において同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号            におい

て「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に

同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得

控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢６５歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額

が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあつては当
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該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３

号並びに第５項において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあつては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の

納入義務者 

該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３

号            において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあつては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の

納入義務者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者の均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者の均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第１６の１２の子ど

も・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が第１６条の１５の額を超

える場合には、第１６条の１５の額）とする。 

（１） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税
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法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額、ロに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額及びハに掲げる額を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

（２） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に国民健康保険法施行令第２９条の７第５

項第３号ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者
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の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号

に該当する者以外の者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、ロ

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びハに掲げる額

を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に１０の５を乗じて得た額 

（３） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得



 

新 旧 

た金額を加えた金額）に国民健康保険法施行令第２９条の７第５

項第３号ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前２

号に該当する者以外の者 イに掲げる額に当該世帯に属する被

保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、

ロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びハに掲げる

額を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

６ 第１６条の１４第２項及び第３項の規定は、前項各号イからハま

でに規定する額（前項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２

号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減額）の決定につ
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いて準用する。この場合において、第１６条の１４第２項及び第３

項の規定中「保険料率」とあるのは「額」（「第１号の１人当たり

軽減額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減

額」）と読み替えるものとする。 

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第２３条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１４

条第１項、第１６条の５の４、第１６条の８及び第１６条の１３並

びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。）及び同条第５項の規定の適用については、第

１４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所

得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分

の３０に相当する金額によるものとする。第２項において同じ。）」

と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、

前条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特

例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に

相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とある

のは「ついては、地方税法」とする。 

第２３条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１４

条第１項及び前条第１項                                     

                                                           

                                    の規定の適用については、

第１４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総

所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与

所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００

分の３０に相当する金額によるものとする。第２項において同

じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方

税法」と、前条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所

得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分

の３０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」

とあるのは「ついては、地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 
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第２３条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０分の５を乗じて得

た額（第１６条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

第２３条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０分の５を乗じて得

た額（第１６条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額とする（第４項に掲げる場合を除く。）。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の

減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」

とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１６条」

とあるのは「第１６条の１４」と、第２項中「第１６条第３項」と

あるのは「第１６条の１４第３項」と読み替えるものとする。 

 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第２３条第１項各号」とあるのは

「第２３条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」

と、「第１６条」とあるのは「第１６条の５の５」と、前項中「第

１６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替え

るものとする。 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と                                  

                                                           

 、「第１６条」とあるのは「第１６条の５の５」と、前項中「第

１６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替え

るものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の  
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減額について準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」

とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１６条」

とあるのは「第１６条の１４」と、「第２３条第１項各号」とある

のは「第２３条第５項各号」と、「第１６条第２項」とあるのは「第

１６条の１４第２項」と、第６項中「第１６条第３項」とあるのは

「第１６条の１４第３項」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第２３条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第６項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た

額が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とす

る（第６項に掲げる場合を除く。）。 

第２３条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た

額が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とす

る（第５項に掲げる場合を除く。）。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該

年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国

民健康保険法施行規則第３２条の１０の３で定める場合には、出

産の日。第２３条の６第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間

（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該

年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国

民健康保険法施行規則第３２条の１０の２で定める場合には、出

産の日。第２３条の６第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間

（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 
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（２） （略） （２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の

減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」

とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条」

とあるのは「第１６条の１２」と、「第１６条の５の額」とあるの

は「第１６条の１５の額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被

保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、第２項中「第１

６条第２項」とあるのは「第１６条の１４第２項」と読み替えるも

のとする。 

 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１６条

の５の３」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の５の

９の額」と、「第２３条第１項各号」とあるのは「第２３条第３項

の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、前項中「第１６

条第２項」とあるのは、「第１６条の５の５第２項」と読み替える

ものとする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１６条

の５の３」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の５の

９の額」と                                                  

                                            、前項中「第１６

条」      とあるのは、「第１６条の５の５          」と読み替

えるものとする。 

９ 第６項及び第７項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第６項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ
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の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１６条の７」と、「第

１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１０の額」と、「第２３

条第１項各号」とあるのは「第２３条第４項の規定により読み替え

られた同条第１項各号」と、第７項中「第１６条第２項」とあるの

は「第１６条の９第２項」と読み替えるものとする。 

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１６条の７」と、「第

１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１０の額」と          

                                                           

                         、第６項中「第１６条」      とある

のは「第１６条の９      」と読み替えるものとする。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３

条」とあるのは「第１６条の１２」と、「第１６条の５の額」とあ

るのは「第１６条の１５の額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第２３条

第１項各号」とあるのは「第２３条第５項各号」と、第７項中「第

１６条第２項」とあるのは「第１６条の１４第２項」と読み替える

ものとする。 

 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者

の被保険者均等割額の減額） 

第２３条の７ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険

者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額

は、第１６条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に相当する額（第２３条第５項、第２３条の４第
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４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項

の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定に

より読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定によ

り読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未

満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場

合にあつては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率

に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第１６条の１４第３項の規定は、前項に規定する額の決定につい

て準用する。この場合において、第１６条の１４第３項の規定中「保

険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金） 

第９条 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、

賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。

以下同じ。）の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服

することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人

民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同

じ。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が

疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなつ
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た日から起算して３日を経過した日（以下「支給開始日」という。）

から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予

定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給開始日の属す

る月以前の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を

就労日数で除した金額（その額に、５円未満の端数があるときは、

これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、これを

１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（そ

の金額に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０

銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるもの

とする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する

標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当

する金額の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とす

る。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給開始日から起算して１年６月

を超えないものとする。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金と給与等との調整） 

第１０条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の

症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全

部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けること

ができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けるこ

とができる給与等の額が、前条第２項の規定により算定される額よ
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り少ないときは、その差額を支給する。 

 


